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第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要第１章　事前調査の概要

１－１　要請の背景１－１　要請の背景１－１　要請の背景１－１　要請の背景１－１　要請の背景

　象牙海岸共和国は、西アフリカ中央部に位置し、ギニア湾に面している国土面積32万2,000平

方キロメートル、人口約1,400万人（1995年）を擁する国であり、同国の南部は熱帯雨林気候、

中北部はサバンナ気候に属し、降雨量も多く他のアフリカ諸国に比べ水資源に恵まれている。

　｢象」国の水利用セクターは、同国を流れる３つの河川と地下水を主要な水源にしているが、

比較的豊かな水資源を有していることもあり、経済が好調だった1970年代に水資源開発が盛んに

行われ、農業用小規模ダム等が数多く建設されてきた。

　しかしながら、｢象」国の水資源の開発や管理は、総合的な計画がないまま、水力発電ダムの

利用はエネルギー省、灌漑用水・漁業のための水利用は農業動物資源省、上水道は経済インフラ

省など、各省によってバラバラに行われてきたため、利用可能な水資源が十分に活用されていな

い現状にある。

　また、｢象」国では、近年の経済危機からの復興に伴い、財政改革、公営企業の再編・民営化

等の構造調整政策を進めてきており、水利用セクターに対しても不十分な財政支出のなかで持続

的な効果が求められている。

　このように、水利用セクターにおいて水資源開発・管理をとりまく課題が顕在化するなかで、

水資源を有効に利用するための統一した組織が必要とされ、その準備機関として水利高等弁務官

事務所（High Commissariat for Hydraulics：ＨＣＨ）が1996年１月に設立された。

　新しく設立されたＨＣＨを有効的に機能させ、｢象」国の水資源を長期的かつ包括的な開発を

含めて管理・運用するために、水資源総合開発・管理のマスタープラン（Ｍ／Ｐ）策定が望まれ

ている。

　係る背景の下、我が国は1997年７月同国環境分野に係るプロジェクト形成調査団を派遣し、こ

の結果を受けて「象」国政府は、1998年６月、我が国に対し、水資源開発・管理に係る協力を正

式要請した。

１－２　事前調査の目的１－２　事前調査の目的１－２　事前調査の目的１－２　事前調査の目的１－２　事前調査の目的

　｢象」国政府の要請に基づき、同国全土を対象に、水資源賦存量及び水需要量を把握し、効率

的な水資源の管理・運営及び財政面の検討を含む総合的な水資源管理に係るＭ／Ｐを策定する。

　今回の調査は、先方政府の意向と要請背景及び要請内容を把握するとともに、先方の実施体制

を確認したうえで、本格調査の内容について協議することを目的とする事前調査である。

　｢象」国では水資源開発・管理に関する組織体制を改編中であり、要請機関のＨＣＨはわずか

十数人の組織であり、実務レベルの組織は計画段階にあるなど、実施体制面で不明な点が多い。
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　このため、今回の調査では、本件調査のカウンターパート（Ｃ／Ｐ）機関の実施体制並びに、

調査終了後その提案を実行していく事業実施体制についての確認・調整を主目的とし、これが確

認された場合には本格調査の内容を協議のうえ、Ｓ／Ｗを署名・交換するものとする。

１－３　調査団の構成１－３　調査団の構成１－３　調査団の構成１－３　調査団の構成１－３　調査団の構成

　氏　名 　　担当業務 　　　　　　所　　属 　派遣期間

宮本　秀夫 総括 ＪＩＣＡ社会開発調査部 ２／27～３／13

社会開発調査第二課課長

高橋　定雄 水資源管理／行政 建設省河川局治水課課長補佐 ２／27～３／13

中本　　勝 調査企画 ＪＩＣＡ社会開発調査部 ２／27～３／13

社会開発調査第二課

岡部　信之 水文・水理／水利用 日本技術開発(株) ２／27～３／19

八文字 孝博 地下水開発 (株)日さく ２／27～３／19

松原　雅男 通訳 (財)ＪＩＣＥ ２／27～３／19
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１－５　事前調査結果の概要１－５　事前調査結果の概要１－５　事前調査結果の概要１－５　事前調査結果の概要１－５　事前調査結果の概要

１－５－１　調査及び協議結果の概要

　本調査団は、要請の背景、要請内容、先方実施体制及び本格調査の概要を確認するため、

ＨＣＨ他関係機関との協議及び現地踏査を行い、おおむね当初対処方針どおりの内容で合意

し、３月10日、首相府官房次官、水利高等弁務官と当調査団宮本団長との間で、Ｓ／Ｗ及び

Ｍ／Ｍについて署名交換した。

(１) 全体会議及びＨＣＨとの協議において、要請の背景が以下のとおり確認された。

　｢象」国は、各セクターごとに計画・管理されている水資源をより有効に利用すること

を目的として、セクターを越えた総合的な管理を「地域」を単位として実施する構想を

立てた。この構想の実現のための準備機関として1996年にＨＣＨを設立し、1998年には

水法を制定している。

　現在、水法の管理・運用のために、制度・組織の整備を進めている段階である。

　制度・組織に関する基本方針は、ＨＣＨの下に国家水機構を設け、更にその傘下に水

域ごとの３つの水公社を設けようというものである（｢象」国には11の流域があり、これ

を西から、ササンドラ川、バンダマ川、コモエ川の３主要河川を中心とする３流域に区

分して全土をカバーする構想である)。

(２) 個別協議

　関係機関と個別の協議を行ったが、このうち水資源の主なユーザーである以下の３省

から、ＨＣＨとの関係及び水資源に関する現状の問題点等について聴取した結果は以下

のとおり。

１) 農業動物資源省村落整備局

　農業省は、灌漑用水等水資源の最大のユーザーとなり得る機関である。しかしなが

ら、現状は各水セクターがバラバラに水資源開発を行っているために、灌漑用ダム、

ため池等を開発しても水が十分たまらない等、農業用水は十分確保されておらず、天

水に頼っている。

　農業省では、灌漑用水量を増加させる面からも、統合的な水資源の管理が必要とい

う意識をもっており、本調査及びＨＣＨに対する期待がうかがわれた。

２) エネルギー省

　エネルギー省は、水の利用についてＨＣＨとはあまりコンタクトしていないようで

ある。

　水資源をリサイクル可能なエネルギー源として重要視しているが、現状ではそのポ

テンシャルは十分あり、問題はないという意識をもっている。
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　今まで、エネルギー開発としての水資源の利用は、他機関と調整せず行ってきたが、

セクター間の調整をした総合水資源管理の方向性が水法で示されているので、今後は

これに従って、水資源開発・管理について、農業省など他の機関と調整して進めてい

くことになるという見解を示した。

３) 経済インフラ省

　ＨＣＨの任務は、あらゆる分野の水需要に対して供給を確保することを目的として、

水資源の管理を調整するための基盤整備を行うことであり、水法もこのためのツール

であり、本件調査の結果もツールの１つであると同省は考えている。

　経済インフラ省の水資源に関する役割は、都市・村落給水の実施であり、これらに

ついて省独自の開発計画を立て実施している。これまでは、水資源開発・管理につい

て問題はなかったが、水の用途は多様であり、将来的には問題の発生する可能性があ

る。したがって、セクター間の調整を行い水利用のためのルールをつくることは重要

であると見解を述べた。

(３) 現地踏査

　バンダマ川中流域のブアケ市周辺、ヤムスクロ市周辺、コスウダム周辺、及びターボ

ダム周辺を、灌漑、水道及び水力発電状況を中心に現地踏査を行った。

　その結果、飲料水・工業用水・農業用水の確保や水力発電が、それぞれの分野の担当

省の計画に基づいて実施され、分野間の調整がなされていないことに起因する次のよう

な非効率的な水利用例を見ることができた。

１) 流域内の１支川内においても、上流で飲料水供給のためだけの堰を設けて取水を行

い、ありあまる水量を貯えている一方で、下流では灌漑用のダムを造りながら水が十分

に貯えられていないために農業生産に支障を来している。

２) 飲料水供給用として建設された貯水池が、その後居住地に近い場所から取水するよ

うになったため活用されていない。

３) 水力発電用ダムが建設されているが、灌漑用水・飲料用水等ほかの用途への利用の

調整は行われていない。このため同じ流域内で灌漑用水や飲料水の不足という問題が

あっても、水力発電用のダムの余剰水が他の目的に活用されていない。

(４) 国際機関との協議

　ＵＮＤＰ、世銀、ＦＡＯ等の国際機関が、ＨＣＨが進める総合水資源管理戦略を支援

している。ＦＡＯは水利データの管理のためのデータベース（ＧＩＳ）の開発を支援中

であり、ＵＮＤＰは水資源の利用状況、ポテンシャル等の概況に関するレポート（情報
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量は少ない）の取りまとめを行っている。

　調査団が世銀の水供給・衛生／水資源担当者から援助実施状況を聴取した結果は次の

とおり。

１) 世銀はＨＣＨが進める流域単位の水資源管理戦略を支援し、技術的アドバイスを行っ

ている。

２) 効率、公平性、サステナビリティーの３つの観点に留意して水資源の各分野への配

分を行う必要がある。

３) これまでは、担当者が１人だけで十分な支援が行えず、レポートは作成していない

が、３月中旬にはＨＣＨとの契約ベースで、世銀のジュニアオフィサーがＨＣＨに対す

るアドバイスを開始することになっている。

４) ＪＩＣＡの調査内容にも関心があり調整したいとのことである。

　これに対し、調査団としても世銀の援助内容を把握し調整したいので、ＨＣＨに対

する支援のＴＯＲの提供を依頼するとともに、今後も意見交換・調整を行っていくこ

とについて合意した。

１－５－２　課題の整理

　以上の協議及び現地踏査の結果から、｢象」国における水資源開発・管理上の課題を整理す

ると以下のとおりとなる。

１) 水資源の絶対量が不足しているという認識はない。

２) 水資源関連施設の運用が効率的に実施されていないことから、一部では水不足が生

じている一方で、他の部分では水資源が浪費される（地域間・セクター間のギャップ）

という問題が生じている。

３) したがって、水資源開発・管理上の優先事項は、施設建設等新たな水資源開発では

なく、既存施設の効果的運用、及びそれを可能とするための制度・組織の整備である。

４) このような課題に対応するために、セクター間の調整を行い、流域単位で水資源管

理を行う必要がある。

５) また、このような方向で水資源管理を行うためには、豊富にありながらセクター別

に分散している水需要のデータを集積し、一括管理することが不可欠である。

１－５－３　本格調査の方向性

　このような課題の整理を踏まえて、本格調査の方向性を以下のとおり提案した。

(１) 基本方針

１) 本調査の名称は「総合水資源管理計画調査」とする。
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２２) ) 本調査は「象」国全土を対象とする。本調査は「象」国全土を対象とする。

３３) ) 本調査は、①水需給のバランスを把握し、将来における水需給のギャップを充足す本調査は、①水需給のバランスを把握し、将来における水需給のギャップを充足す

るための総合水資源管理計画を策定すること、②それを実施するために必要となる制るための総合水資源管理計画を策定すること、②それを実施するために必要となる制

度、組織、財政のあり方について、必要な提案を行うこと、の２点を主な内容とし、具度、組織、財政のあり方について、必要な提案を行うこと、の２点を主な内容とし、具

体的な施設整備計画の策定は対象としない。体的な施設整備計画の策定は対象としない。

４４) ) 総合水資源管理計画は、行政（県別）単位にその目標を定めるものとする。総合水資源管理計画は、行政（県別）単位にその目標を定めるものとする。

５５) ) 制度、組織については、①水法の適切な実施のための管理・運用、②多目的施設の制度、組織については、①水法の適切な実施のための管理・運用、②多目的施設の

建設・管理及び単独施設の総合運用、の２点に関してその考え方を提案するものとす建設・管理及び単独施設の総合運用、の２点に関してその考え方を提案するものとす

る。る。

６６) ) 財政については、計画実現のために必要な概略の事業化に対する各セクターの費用財政については、計画実現のために必要な概略の事業化に対する各セクターの費用

負担の考え方を提案する。各セクターの資金計画等の経営的事項は本調査の対象としな負担の考え方を提案する。各セクターの資金計画等の経営的事項は本調査の対象としな

い。い。

((２２)) 総合水資源管理計画調査総合水資源管理計画調査

１１)) 水需要の把握水需要の把握

　　現況及び将来における利用形態別水需要を、地域ごとに把握する。現況及び将来における利用形態別水需要を、地域ごとに把握する。

①現況：統計データの整いやすい直近年次とする。①現況：統計データの整いやすい直近年次とする。

②将来：国家経済計画等の目標年次と整合した年次とする。②将来：国家経済計画等の目標年次と整合した年次とする。

２２)) 水需給の実態水需給の実態

①水資源賦存量の把握①水資源賦存量の把握

３水系別にマクロ的な水収支のシミュレーションを行い、概略の水賦存量を把握３水系別にマクロ的な水収支のシミュレーションを行い、概略の水賦存量を把握

する。する。

②現況の水供給能力の把握②現況の水供給能力の把握

水源別（地下水、表流水、その他水源別（地下水、表流水、その他))、利用形態別に把握し、水利用の実態と課題を、利用形態別に把握し、水利用の実態と課題を

地域別（県）に明らかにする。地域別（県）に明らかにする。

３３)) 必要水量の算出必要水量の算出

　　水需給のギャップを明らかにし、目標年次までに地域ごとに必要となる水量を明ら水需給のギャップを明らかにし、目標年次までに地域ごとに必要となる水量を明ら

かにする。かにする。

　　　　　　必要水量＝（目標年次予測水量＋環境対策量必要水量＝（目標年次予測水量＋環境対策量))－現況の水供給能力－現況の水供給能力

　　　　　　[[環境対策量：水域の環境を維持するための必要量（環境対策量：水域の環境を維持するための必要量（ex.ex.河川の維持流量）河川の維持流量）]]

４４)) 総合水資源管理計画の策定総合水資源管理計画の策定

　総合水資源管理計画とは、必要水量を充足するため、地域別に供給方策ごとの目標　総合水資源管理計画とは、必要水量を充足するため、地域別に供給方策ごとの目標

水量を定めたものをいう。供給方策としては、次のものが考えられる。水量を定めたものをいう。供給方策としては、次のものが考えられる。
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①地下水

　　作井の促進

　　維持管理の向上

　　井戸周辺の環境対策による利用率の向上

②表流水

　　ダム建設（多目的ダム等）

　　ダム間の連携（導水事業）

③貯水施設の相互運用

　　ダム等施設の統合管理

④地下水と表流水の連携

⑤環境対策による利用率の向上

　　下水処理

　　工場排水の規制

５) 水資源の総合管理に関する提案

　合理的な総合水資源管理計画を策定し、これを実行するためには、総合的な管理体

制が必要になる。ここでは管理に係る以下の事項について、｢象」国の実情に配慮して

提案する。

①制度

水法の適切な実施のための管理・運用のあり方を提案する（例えば、多目的施設

の建設・管理、単独施設の相互運用の調整等がスムーズに実行されるために、水

資源管理促進法や関連する政令等の基礎になる考え方を提案)。

②組織

水法の適切な実施のための組織のあり方を提案する（例えば、多目的施設の管理

者及び単独施設の相互運用の調整等に関する組織のあり方について、次のような

ものを提案する)。

制度管理、調整：国家水機構

施設管理　　　：水資源開発・管理公社

③財政

６) 事業費

　総合水資源管理計画を実現するために、必要となる費用の概算を算出する。

７) 費用負担

　各ユーザーの費用負担の考え方を提案する。

　　多目的施設のコストアロケーション
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　　単独施設の相互運用によるコストアロケーション

(３) ｢象」国側は、以上の方向性について合意したが、次の２点について対案が出された。

１) 水資源管理は、行政単位ではなく、流域単位で行うべきである。

２) 財政面の調査結果として、アクションプログラムに対する資金調達計画も含めてほ

しい。

(４) これに対して、調査団より次のとおり説明し、先方の理解を得た。

１) 水資源管理の検討に必要な水需要等各種データは、行政単位で整理されていること

が多い。また、提案された水管理のための施策は、行政単位を無視しては実施できない

一方で、水資源のポテンシャル等を流域単位で把握することも重要である。

　したがって、この点については、本格調査の開始段階において十分なすりあわせを

行い、具体的な調査項目及びアウトプットをどのような単位で取り扱うかを決定すべ

きである。

２) 資金調達計画の前提として、少なくともフィージビリティ調査（Ｆ／Ｓ）レベルの

施設計画及び積算が必要になるが、本件調査の主要課題は水資源管理計画の策定であ

り、具体的な施設計画ではないので、資金調達計画も対象外である。

１－５－４　Ｓ／Ｗ協議の概要

　上記の本格調査の基本的な方向性の議論を踏まえて、Ｓ／Ｗについて協議を行った。協議の

重要事項は以下のとおりである。

(１) 調査名

　本件調査の主要課題は、新たな水資源開発ではなく、効果的な水資源管理計画の策定

であることから、当初予定していた調査名から「開発」を取り「総合水資源管理計画」

とした。

(２) 計画目標年次

　関連する基本計画の目標年次にあわせて、2015年とした。

(３) 既存の調査、計画及びデータの最大限の活用

　本Ｍ／Ｐは既存の関連調査やデータを最大限活用して策定するものであり、水需要予

測や水資源ポテンシャルの分析についても既存の計画やデータをベースに実施する。な

お、これらの既存資料やデータについては関係省庁からはＨＣＨを通じて無料で収集で
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きるが、｢象」国では、国家組織の民営化が進んでおり、これらが所有する情報及び資料

は、ＨＣＨといえども購入せざるを得ないとの説明があった。調査団よりＨＣＨに対し、

これら資料の収集について最大限の努力をするよう要請し、先方も同意した。

(４) ステアリングコミッティー

　本調査をスムーズに実施するために、関係機関を調整する委員会をＨＣＨが議長役と

して責任をもって設置することとなった。参加の予定される関係省庁は以下のとおり。

①経済インフラ省

②エネルギー省

③農業動物資源省

④環境森林省

⑤開発計画省

⑥財務省

⑦産業省

⑧保健省

⑨内務省

⑩西部地域開発担当高等弁務官

(５) Ｃ／Ｐチーム

　本格調査団に協力するためのＣ／Ｐとして、ＨＣＨのスタッフに加えて関係する機関

から職員を割り当て、Ｃ／Ｐチームを結成することとなった。

　予定される関係機関は以下のとおり。

①経済インフラ省

②エネルギー省

③農業動物資源省

④環境森林省

⑤開発計画省

⑥財務省

⑦産業省

⑧保健省

⑨内務省
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(６) 報告書

①レポートの公開について同意を得た

②フランス語版の作成

ＨＣＨから、｢象」国は公用語がフランス語であるので、調査結果に関する水資源

関係者の理解を深めるために、英語版レポートは最少限にしてフランス語版レポー

トを作成するよう要請があった。

調査団はこの必要性を認め、ＪＩＣＡ本部に伝えることを約束した。

(７) Ｃ／Ｐ研修

　Ｃ／Ｐの能力の向上及び技術移転の促進のために、日本におけるＣ／Ｐ研修の実施に

ついて要請があり、本部に伝えることとした。

(８) 技術移転セミナー

　｢象」国側から、技術移転セミナーの開催を調査の中期と終盤の２回行うよう要請があ

り、調査団はこの要請をＪＩＣＡ本部に伝えることとした。

(９) ｢象」国側便宜供与事項

　事務所スペースはＨＣＨ事務所内に確保し、机、電話等についてもＨＣＨ側で負担す

ることが確認された。

　しかしながらＨＣＨより、車両の用意については財政上の制約から困難であるとの説

明があり、調査団はこれをＪＩＣＡ本部に伝えることとした。
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第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言第２章　本格調査への提言

２－１　対象地域の概要２－１　対象地域の概要２－１　対象地域の概要２－１　対象地域の概要２－１　対象地域の概要

２－１－１　自然条件

(１) 位置

　｢象」国は、アフリカ大陸西部ギニア湾に面しており、北緯５～10度、西経３～８度に

位置する。国土は方形を示し、東西500～550 キロメートル、南北400～500 キロメート

ル、国土面積約32万2,000平方キロメートルを有している。同国の気候は、南部の熱帯雨

林気候から北部の半乾燥気候へと移行する。

(２) 地形

　｢象」国の地形概要は図２－１－１に示すとおりであり、地形的には西アフリカ楯状地

の中央部南側に位置し、ギニア湾岸から内陸に向かい緩やかに高度を増し、南部が海岸

平野、中部・北部は標高500～600メートル内外の丘陵地となる。このほか、国土の西端

ギニア国境付近には、同国最高峰であるニンバ山（標高El.1,752メートル）を中心とす

る標高1,000～1,500メートル級の山岳地域が広がっている。

　国土はその植生から、低地の森林と農業地域から成る南部地域、丘陵地で疎い森林と

農業地域から成る中部準サバンナ地域及び、北部のサバンナ地域に大別される。

(３) 地質

　｢象」国の地質は、図２－１－２に示すとおりであり、十数億年以上前に生成したとさ

れる先カンブリア紀の花崗岩類及び変成岩類を主体とし、南部海岸に新第三紀の堆積岩

類が分布している。新第三紀及び第四紀の地層は国土の2.5％を占める程度であり、ほぼ

すべてが先カンブリア系の地層といえる。

　表２－１－１と表２－１－２に示すとおり、先カンブリア紀前期のリベリア岩体は、

花崗岩類及び片麻岩類から成り、国土の西部山岳地帯を構成している。先カンブリア紀

中期のビルミア系は、国土の約１／３を占め、片岩類及び超塩基性岩類から構成されて

おり、北北東から南南西の褶曲構造がよく発達している。ビルミア系の周縁部には象牙

外縁帯と称される珪岩類・超苦鉄質火成岩類から成るシマンデ系が小規模に分布するが、

図２－１－２ではこのシマンデ系は省略している。これらを貫く花崗岩類及びミグマタ

イトはターワク系とよばれ、国土の約１／２を占めている。これらの地層は先カンブリ

ア紀以降は著しい構造運動を受けておらず、安定地塊である西アフリカ楯状地の一部を

形成している。
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２) 気象（雨量）観測の現状

　｢象」国には20か所の気候観測所（総観気候観測所：全15観測所中14観測所及び気候

観測所：全６観測所)、29か所の農業気象観測所（全38観測所）及び約200か所の雨量

観測所があり、各観測所の位置図は図２－１－７～図２－１－10に、観測所別諸元表

は表２－１－４～表２－１－６に、また、各観測所における観測機器類は表２－１－７

に示すとおりである。

　各観測所における記録は、空港・気象台開発・運営会社（Société de Développement

Aéroportuaire, aéronautique et météorologique：ＳＯＤＥＸＡＭ）の気象局に

て取りまとめられているが、気象年報等に類するようなものがないために、その入手

に際しては、収集対象項目別にデータ単位（日単位、月単位あるいは年単位等）を明

示して個別に収集する必要がある。また、ＳＯＤＥＸＡＭは空港管理と気象観測業務

を行う会社組織であるために、気象データの提供は有償を原則としていることに留意

する必要がある。
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(５) 水理地質

１) 水理地質概要

　｢象」国の水理地質の概要を示す代表的資料としては、1979年ＢＲＧＭが作成した

「象」国、ガーナ、トーゴー、ベナンの水資源図幅がある。｢象」国における水理地質

学的な区分は次のとおりである。

・西部地域における構成地質は花崗岩・変麻岩類であり、これら岩盤の風化帯及び亀裂

中に地下水が賦存する。地下水涵養に有効な年間降雨量は300～400ミリメートル内

外であり、涵養量としては年間50～200ミリメートル程度が期待できる。地下水涵養

量の分布は中央部で小、南北境界部で大となる同心円状を呈する。

・中部地域における構成地質は花崗岩類と変成岩類（片岩類）であり、これら岩盤の風

化帯及び亀裂中に地下水が賦存する。年間有効雨量は200～400ミリメートル程度で

あり、東部バンダマ川に向かって減少傾向にある。地下水涵養量は西部花崗岩類の地

域で年間100～150ミリメートル、東部の変成岩類（片岩類）地域では減少し年間50

ミリメートル内外となる。

・東部地域における構成地質は変成岩類（片岩類）であり、これら岩盤の風化帯及び亀

裂中に地下水が賦存する。年間有効雨量は100ミリメートル内外と他の地域に比べて

かなり小さくなる。このため、地下水涵養量も年間50ミリメートル以下と推定されて

いる。

・南東部の沿岸地域における構成地質は新第三紀・第四紀の堆積層であり、これらの砂

礫層中に被圧地下水が賦存する。年間有効雨量は400ミリメートル以上であり、他の

地域と比べてかなり多い。

２) 水理地質台帳

　経済インフラ省水利局は、カナダ政府の協力により、1982年に全国水理地質台帳

（Inventaire Hydrogeologieque de la Cote d'Ivoire Applique a I'Hydraulique Villageoise）

を作成した。これは1980年までの既存井戸資料を収録し、１／20万分の地形図単位に

取りまとめたものである。また水利局は、1994年から全国の井戸（浅井戸・深井戸）

資料について、フランス（ＣＦＤ）の協力によりデータベース化を実施中である。

３) 水理地質資料

　アビジャン及び沿岸地域における水理地質資料は、図２－１－11～図２－１－13に

示すとおりであり、いずれも国立技術開発研究所（Bureau National d'Etudes Tech-

niques et de Developpement：ＢＮＥＴＤ）から提供されたものである。
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２－１－２　社会経済状況

(１) 人口

　1995年の総人口は1,400万人（世銀資料、1997年）で、首都ヤムスクロの人口は1990年

で推定12万人（ＥＩＵ資料、1994年）である。また、1990年における主要都市の推定人

口は、以下のとおりである。

アビジャン ：  280万人（1995年）

ブアケ ：   22万人

マン・ダナーヌ ：   45万人

ダロア ：    8万人

　　　（以上数値はＥＩＵ資料、1996年）

　｢象」国には、60以上の「小部族」グループが存在し、その大部分は、４つの主要部族

言語グループである。それらは、同国西部及び北西部地方のマンデ族（マリンケ、フー

ラ、ダン、グーロ、Bambara、Dioulaを含む)、北部地方のボルタ人（セヌーフー、クラ

ンゴ、ロビを含む)、中部、南部及び東部地方のアカン族及び「ラグーン」人（ディダ

族、べテ族、ゲレ族等クル語を話すグループで、同国の西部から隣国のリべリバウレ、

アグニ、エブリエを含む)、中西部及び南西部地方のクロウ族（ベテ、ゲレを含む）であ

る（ＥＩＵ資料、1994年)。

　また、同国には、同国人以外にもブルキナ・ファソ、ギニア、ガーナ、マリからの移

民や、セネガル人やモーリタニア人が居住している。

(２) 略史

　14世紀頃、フランスのディエップやルーアンの船乗りが訪れるようになり、この地方

で象牙の取り引きを始めたので、｢象牙海岸（コートジボアール）」という名が起こった

と伝えられている。

　この地域に初めてヨーロッパ人が来訪したという記録は、1637年の５名のフランス人

宣教師がギニア湾のアッシーニ（｢象」国の東部）に上陸したことによるものであり、そ

れ以降の略史は、表２－１－８のとおりである。
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３) 鉱業

　石油に関しては、1974年にぺリエ油田が、1980年にエスポワール油田が発見され、

将来の石油輸出に大きな期待がもたれたが、生産量は伸びず、前者は1989年に、後者

は1990年に閉鎖した。これは両油田とも海底油田であるため、もともとコストが割高

であるうえに、近年の石油市況下落により関係各社の追加投資意欲が減退したためで

ある。しかし、19 9 4～1 9 9 5年にかけて石油生産再開の動きが高まり、米国拠点の

United Meridian Corporation（ＵＭＣ）社が主導するコンソーシアムが、世銀やほ

か多くの商業銀行を後ろ盾として、リオン油田（推定埋蔵量300億立方メートル)、パ

ンテール天然ガス田の開発を開始した。リオンでの石油生産は1995年４月に、日産１

万バレルの規模で開始された。政府は、リオン油田及び既存のぺリエ油田の開発によっ

て、1996年か1997年には国内の石油の自給が達成されることを期待している。天然ガ

ス生産は1995年10月に開始され、1997年には年産500立方メートルに達する予定である

（ＥＩＵ資料、1995年)。

　石油以外の鉱業部門は極めて生産が少なく、1991年時点においてＧＤＰのわずか3.5

％（Europa Publications資料、1996年）である。現在、商業生産が行われているの

はニッケル、金、ダイヤモンド、コバルトなどである。金は、Ity鉱山とAniuri鉱山で

生産され、1994年の年間生産量は前年比8.4％増の1,859.5キログラムであった（ＥＩＵ

資料、1995年)。ダイヤモンドの生産はTortiyaとSeguelaで行われているが生産量は

1993年９万8,400カラット、1994年８万4,300カラットであり輸出量も少ない（ＥＩＵ

資料、1995年)。推定埋蔵量5,400万トン（ＥＩＵ資料、1995年）のニッケルとコバル

トの商用採掘が、主にSipilouとGounguessouで1994年から始められている。その他、

鉄鉱石（推定埋蔵量15億トン)、ボーキサイト（同12億トン)、マンガン（同3,500万ト

ン）などが未開発又は開発を打ち切られた状態となっている（ＥＩＵ資料、1995年)。

４) 工業

　｢象」国は、サハラ以南のフランス語圏における最大の工業国である。

　製造業部門の年平均成長率は、1982～1991年において1.5％（Europa　Publications

資料、1996年）となっている。主要製造業はアグロインダストリーであり、繊維（綿

花)、木材加工、食品加工（主にココア、コーヒー、パーム油、パイナップル、魚缶

詰)、タバコ（原材料は輸入に依存）が主体である。

５) 観光業

　｢象」国では、外国人旅行者が1990～1994年にかけて着実な伸びをみせており、その

数は、1990年に19万人（ＥＩＵ資料、1995年）だったのが、1992年では21万7,000人、

1993年26万2,000人、1994年29万人（推定）と増加（Europa Publications資料、1996
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２) 現在の開発計画

　1995年につくられた1997年までの開発計画は、当国の経済活性化と国民の生活水準

改善に向けて作成され、ＩＭＦの承認を得ている。

　この計画では３年間に投資を活発にし、既に行われている構造改革の実行を早めて

経済の自由化を促進し、不均衡を改め、貿易対象産品の成長を促すこととしている。

｢象」国1995～1997年中期計画の目標

①生産物と輸出品の多様化を行って、経済競争力の強化を図る。

②民間部門の発達を刺激する。

③1995年度のＧＮＰ上昇率6.5％を1997年度には9.5％に引き上げる。

④対外債務の増加によるコスト上昇を賄うために、予算を拡大する。

⑤人材開発計画を着実に実行する。

⑥地方と都市の貧困撲滅を図る。

⑦自然環境の保護に努める。

⑧社会経済計画に関連するインフラの改良と保守に努める。

　政府の緊縮財政政策により、インフラ整備のための公共投資や生産部門の予算削減

が起こるが、民間部門の生産能力を急激に増強するようなプロジェクトが実行され、

人材開発、貧乏追放と環境問題には特に力が入れられている。

　公共投資は1994年のＧＤＰ比４％から1997年には約6.5％に増加し、民間投資は同年

で、ＧＤＰ比6.6％から11.5％となる見込みである。

　石油と天然ガスの生産が開始されて、民間投資のインセンティブとなり、1995年以

降には「象」国のエネルギー輸入コストが減少して、国際収支を大きく改善し国家財

政に貢献すると期待されている。

　このように経済の成長は、新しい経済環境づくりと投資の増加によってもたらされ

ると考えて、基本的には輸出品の増加、特に新規生産品目の輸出増大をめざしている。

(６) 国家環境行動計画

　国家環境行動計画の策定は、1992年リオ環境サミットを契機に着手された。行動計画

は1996～2010年の15年間である。

　同行動計画書は、１）対象となる環境問題、２）目標、３）プログラム、により構成

されており、基本的内容は1995年12月に閣議決定された。
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１) 対象となる環境問題　

　国家環境行動計画では、｢象」国における主要環境問題として、次の12の項目を掲げ

ている。

①森林破壊

②過剰農業開発及び土壌劣化対策技術の不足

③水資源総合管理体制の欠如　

④海岸における環境問題（海岸浸食、炭化水素による汚染、沿岸住民の生活条件

悪化）

⑤都市環境悪化　

⑥地方環境悪化（基本的サービスの欠如）

⑦産業・交通・エネルギーに起因する公害

⑧人口増加・貧困・人為施設に伴う環境問題

⑨データベースシステムの欠如　

⑩教育・訓練・調査・啓発の不足　

⑪制度・法規上の枠組みが不適当・散漫・不安定

⑫縦割り政治とマクロ経済が環境上の影響に対する制度的評価目標を設定してい

ない

２) 目標

　国家環境行動計画では、以下の３つの目標を掲げている。　

①持続的発展と自然資源の合理的管理　

②生物多様性の保全　

③生活環境改善

３) プログラム

　15年間で実施するプログラムは以下のとおりである。

①持続的農業開発

②生物多様性保全

③人為的施設管理　

④海岸地域の管理　

⑤産業汚染対策

⑥水の総合的管理　

⑦エネルギー制御と温室効果ガス対策

⑧研究・教育・啓もう

⑨データ管理　
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⑩インスティチューショナルキャパシティーの強化　

４) 行動計画第１期1997～2001年（ＰＮＡＥ－１)

　行動計画の実施の遅れにより、第１期（ＰＮＡＥ－１）を1997～2001年の５年間と

している。

①「行動計画」会議の運営　

　1996年10月に、行動計画を支援する援助機関による円卓会議が開かれて同計画

が基本的に了承され、各援助機関から各々の協力が表明された。

　円卓会議のあと、｢象」国政府と援助機関が、行動計画の結果をフォローするた

め定期的に運営委員会を開くことになった。運営委員会の議長は「象」国政府

の住宅・生活環境・環境省大臣があたり、その下に事務局長（大臣技術顧問が

兼任）と４人の事務局員から成る事務局が設置された。一方、援助機関側は世

銀が中心となって定期会合をもった。1997年６月25日～７月２日に、援助機関

による評価会が開催された。

②プログラムの実施予算

　15年間の行動計画の総予算として5,000億FCFA（約1,000億円）が見込まれ、そ

のうち第１期の実施に1,880億FCFA（376億円）が必要と見込まれた。このなか

の50億円相当は国家予算から充当し、残る326億円については援助を要望してい

る。

　1997年５月の運営委員会において第１期に必要な援助に関して会合がもたれ、

それを受けて作成された“Finance for PNAE-1 Final Report-June 1997”

(表２－１－13）には、今後必要な援助額は1,219億FCFA（約243億9,000万円）

と記されている。プログラムのなかで、資金を最も必要とするのは海岸地域管

理63億3,000万円、人為施設（中身は廃棄物管理施設）60億4,000万円、持続的

農業開発と生物多様性保全51億円などである。
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